
（様式1）          研究事業評価調書（平成21年度）     平成21年12月24日作成 

事業区分 経常研究（基礎・応用） 研究期間 平成１９年度～平成２３年度 評価区分 途中評価 

養殖魚疾病総合対策事業 研究テーマ名 

 

（副題） （ 健全な養殖魚生産のための病気の診断と対策技術の研究開発ならびに普及指導 ） 

主管の機関・科（研究室）名 研究代表者名 総合水産試験場 環境養殖技術開発センター 髙見生雄 

＜県長期構想等での位置づけ＞ 
ながさき夢・元気づくりプラン 
（長崎県長期総合計画後期5か年
計画） 

重点目標       Ⅱ 競争力のあるたくましい産業の育成 
重点プロジェクト   ６ 農林水産業いきいき再生プロジェクト 
主要事業        ３） 水産業の生産性・収益性の向上 

長崎県水産業振興基本計画 
（後期５か年計画） 

基本目標          ２ 魅力ある経営体づくり 
展開方向          １ 社会情勢の変化に即応した経営構造への転換 

２ 水産物の高付加価値化と流通・加工対策 
重点プロジェクト   ２ 養殖業の構造改革 

５ 水産物の安全・安心確保 
長崎県総合水産試験場研究基本
計画 

推進方向（６）養殖漁業経営安定 
重点課題（４）魚病（魚の病気）の防疫および被害抑制技術開発 

１ 研究の概要(100文字) 

養殖魚の生産高の 10％程度が魚病被害で失われているため、魚病の診断技術と防除技術を開発するととも

に、魚病が発生した場合の迅速な診断、適切な防除対策を指導するための体制を整備する。 

研究項目 

① 迅速で正確な魚類病原体の検査手法の改善 
② 疾病対策技術の開発 
③ 医薬品の適正使用指導 
④ 疾病対策の指導 
⑤ 食品衛生や環境保全に対応した養殖衛生管理技術の普及 
⑥ 養殖漁場の調査・監視による魚病の早期発見 
⑦ 最新情報の収集・普及 

２ 研究の必要性 

１） 社会的・経済的背景及びニーズ 

本県の魚類養殖による水揚げ高の5～10％が魚病によって失われており、養殖業者にとって魚病による被

害は経営を脅かす大きな問題となっている。また、養殖魚種の増加に伴い魚病対策に関する要望は多様化の

傾向にある。さらに、海面養殖の場合、漁場が繋がっていることから、一業者で発生した魚病が海域全体に被

害をもたらすこともあるため、他県を含めた広域的な情報連絡体制と早期対策を実施する必要がある。 

２） 国、他県、市町、民間での実施の状況または実施の可能性 

魚病被害は多様であり、ブリのベコ病、トラフグの寄生虫性疾病など本県で問題となる魚病が必ずしも全国

的な問題とはならないし、市町や民間では魚病対策研究を行う体制になっていないため、本県以外で研究を実

施する可能性がない魚病が多く存在する。 

３ 効率性（研究項目と内容・方法） 

研究 

項目 
研究内容・方法 活動指標  

Ｈ
19

Ｈ
20

Ｈ 
21 

Ｈ 
22 

Ｈ 
23 

単位 

目標 5 5 5 5 5 ％／年PCR検査時間の短縮（操作手順の見直しなど

による） 

短縮時間の

割合 実績 5 25   ％／年

目標 0 3 10 17 20 件／年
① 

DNA チップ検査技術（一度に複数の病原体の

遺伝子を検査できる技術）の導入 
検査件数 

実績 0 0   件／年

目標 100 100 100 100 100 件／年
③ ワクチン使用指導書の交付 交付件数 

実績 92 93   件／年

目標 100 100 100 100 100 件／年
④ 魚病診断および対策指導 

診断および

指導件数 実績 217 234   件／年

目標 7 7 7 7 7 回／年
⑤ 養殖衛生管理技術講習会および学習会 

学習会、講

習会の件数 実績 7 6   回／年

目標 7 7 7 7 7 回／年
⑥ 養殖漁場実態調査と薬剤残留検査 調査回数 

実績 7 12   回／年



目標 6 6 6 6 6 回／年全国養殖衛生管理推進会議など魚病関
連会議への参加 

魚病検討会

等への参加 実績 6 15   回／年

目標 6 6 6 6 6 回／年
⑦ 

ワクチン使用申請手続き、養殖だよりな
どの掲載 

水試ホー
ムページ
への掲載 実績 １ １   回／年

１） 参加研究機関等の役割分担 

北海道大学 ： ウイルスの分離・培養、ウイルス抗体価の測定、ウイルス分離用細胞作製など 

長崎大学 ： 細菌の分離・培養技術開発、ワクチンの試作、分離細菌の性状確認と保存など 

東京大学・広島大学 ： 寄生虫の同定および検査方法の開発など 

養殖研究所 ： 原因不明な病気の原因調査、検査用試薬の提供など 

水産業普及指導センター ： 養殖業者に対する対応（魚病の相談、診断、対策指導）など 

２） 予算 
 

財源 
研究予算 
（千円） 

計 
（千円） 

人件費 
（千円） 研究費 

（千円） 国庫 県債 その他 一財 

全体予算 131,799 93,980 39,279 13,193   26,104

19年度 28,011 18,718 9,293 2,433   6,860

20年度 26,034 18,362 7,672 2,690   4,982

21年度 25,918 18,474 7,444 2,690   4,754

22年度 25,918 18,474 7,444 2,690   4,754

23年度 25,918 18,474 7,444 2,690   4,754

※ 過去の年度は実績、当該年度は現計予算、次年度以降は案 
※ 人件費は職員人件費の見積額 

（研究開発の途中で見直した事項） なし 

４ 有効性 

研究 

項目 
成果指標 目標 実績 

Ｈ
19

Ｈ
20

Ｈ
21

Ｈ
22

Ｈ
23

得られる成果の補足説明等 

ウイルス性疾病対

策技術開発件数 
1 0 0 0 0 0 1

二本鎖RNAを用いたウイルスに対する免疫誘導
法の開発試験が終了し、実用化試験へ移行。 

細菌性疾病対策技

術開発件数 
2 1 1 0 0 0 1

ブリのノカルジア症治療薬が認可となり、適正な
使用方法について普及中。 

② 

寄生虫性疾病対策

技術開発件数 
1 0 0 0 0 0 1 寄生虫の生活環など基礎研究の段階。 

１）従来技術・先行技術と比較した新規性、優位性 

二本鎖RNAを用いたウイルスに対する免疫誘導法については、医学分野を含めて、世界でも始めての技術

であり、国内外で研究をしている者がいない。 ブリのノカルジア症治療薬については、ノカルジア症に対する

唯一の治療薬である。 寄生虫の生活環については、全く知られていないものについて研究中である。 

２）成果の普及 

■研究成果の社会・経済への還元シナリオ 

本研究により開発された技術により水産業普及指導センターや水試での魚病検査が迅速にできるように

なることにより、魚病被害が軽減され、養殖業者の経営安定が期待される。また、人や魚への安全性が確認

された水産用医薬品などが販売されるようになり、適切な使用方法が指導され遵守されるようになることによ

り、消費者へ安全・安心な養殖魚を提供できるようになる。 

■研究成果による社会・経済への波及効果の見込み 

・経済効果 ： 毎年実施される「魚病被害・水産用医薬品使用状況調査」によれば、長崎県の魚病による

被害額は生産額の10％程度と推測される。平成19年の魚類等養殖業の生産額は201億3千7百万円であ

り、魚病被害は 20億1千3百万円程度と推測される。 平成17年の魚類等養殖業の経営体数が 540経営

体なので平成19年には500経営体と仮定すると、魚病被害を半減することができれば、1経営体あたり200

万円の増収となり、経営の安定化につながる。 

（研究開発の途中で見直した事項）  なし 



（様式2）                       研究評価の概要 

種

類 
自己評価 研究評価委員会 

 

 

事 

 

前 

（１８年度） 

評価結果 

（総合評価段階：５） 

・必要性 

魚病による養殖被害は水揚高の 10％程度あり、養殖

業者にとって魚類養殖の経営を脅かす大きな問題と

なっている。魚病対策技術については、原因の細菌・

ウイルス等も変化しており、常に新しい対策が必要と

なっている。 

また、安全・安心な水産物の生産・供給のためにも、

水産用医薬品の適正使用や養殖魚の適性管理が求

められている。 

・効率性 

事業の実施内容により、大学、養殖研究所、日本水産

資源保護協会、医薬品製造メーカー等と連携・共同し

効率的な研究を行う。 

 

・有効性 

養殖漁業者から魚病対策技術の確立が求められてお

り、開発された技術については、随時、普及指導セン

ターや学習会を通じて普及・指導を行うことで、早い実

用化が期待される。 

内部検討会で、関係機関から対象疾病が多いためメ

リハリをつけることと研究課題の絞り込みが必要との

指摘を受けているが、魚病被害の程度等を考慮し重

点を置くべき課題の絞り込みを行って実施する。 

・総合評価 

養殖業において魚病対策は大きな課題であるととも

に消費者の安全・安心への関心が高まっている中、魚

病対策技術の開発とその技術の普及および水産用医

薬品の適正使用等の指導は重要である。 

（１８年度） 

評価結果 

(評価段階：５) 

・必要性 

生産額の1 割程度が疾病による被害額であり、養 

殖経営上、研究の必要性は高い。また、食の安全安 

心においての面からも必要な事業である。 

 

 

 

 

 

・効率性 

大学や薬品メーカーなどとも連携しており、実用 

性を考慮した研究体制であるが、テ－マが多いので 

、関係機関の連携を密にとりながら事業を進めて欲 

しい。 

・有効性 

重要な対象疾病が多いようであるので、研究の重 

点化等の効率性に配慮しながら、成果があがること 

を期待する。 

 

 

 

 

 

・総合評価 

必要な事業であり、共同研究などによる効率性に 

配慮した研究を期待し、早急な現場への波及効果を 

期待する。 

 対応 対応 

 

 

途 

 

中 

（２１年度） 

評価結果 

(総合評価段階： Ａ ) 

・必 要 性 

 養殖業における魚病による被害は水揚高の 10％程

度あり、業者にとって経営を脅かす大きな問題であ

る。魚病対策技術については、原因となるウイルス・

細菌・寄生虫等も多様化しており、常に新しい対策が

必要である。 

 また、安全・安心な水産物を生産・供給するために、

水産用医薬品の適正使用や養殖魚の適性管理が引

き続き求められている。 

 

（２１年度） 

評価結果 

(総合評価段階： S ) 

・必 要 性  

養殖業を育成していくには魚病対策は大変重要で

ある。魚病の原因となるウィルス、細菌は常に変化し

多様化している。これに対応して魚病対策を常に進歩

させていく必要がある。 

また、食の安全、安心の面においても必要な事業

である。 

 

 

 



・効 率 性 

 大学、養殖研究所、日本水産資源保護協会、医薬品

製造メーカー等と共同して効率的な研究を行なってい

る。 

 

・有 効 性 

魚病対策技術の確立は養殖業の経営安定・改善に

直接的にはたらくので有効性は高い。開発された技術

については、随時、普及指導センターや技術講習会を

通じて普及・指導を行うことで、早い実用化が期待され

る。 

・総合評価 

 養殖業において魚病対策は大きな課題であり、消費

者の安全・安心への関心が高まっている中、魚病対策

技術の開発・普及と水産用医薬品の適正使用等の指

導は重要であり、本事業の果たす役割はなおも大き

い。 

・効 率 性  

産学官で連携した実用性を考慮した効率性の高い

ものとなっている。養殖業者からの相談も活発で、魚

病診断では目標の２倍の実績を上げており、他の項

目もほぼ計画どおりの進捗が見られる。 

・有 効 性  

診断時間の短縮など魚病対策技術の向上が図ら

れ、ワクチンの技術講習会等の対策指導が非常に養

殖業者の経営安定や改善に役立っており、有効性は

高い。 

 

・総合評価  

安全・安心が求められる中で、重要な研究である。

開発された技術の早急な現場への波及効果を期待す

るとともに、技術が魚価にどう反映できるかが今後の

課題と考えられる。 

 

 対応 

 

 

 

 

 

対応 

今後とも開発した技術の早期普及と魚価に反映さ

れるような健全な養殖魚作りに努めていきたい。 

 

 

事 

 

後 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

（  年度） 

評価結果 

(総合評価段階：   ) 

・必 要 性 

  

・効 率 性 

  

・有 効 性 

 

・総合評価 

 対応 対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■総合評価の段階 
平成２０年度以降 
（事前評価） 
Ｓ＝積極的に推進すべきである 
Ａ＝概ね妥当である 
Ｂ＝計画の再検討が必要である 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげており、継続すべきである 
Ａ＝計画どおり進捗しており、継続することは妥当である 
Ｂ＝研究費の減額も含め、研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究を中止すべきである 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の成果をあげた 
Ａ＝概ね計画を達成した 
Ｂ＝一部に成果があった 
Ｃ＝成果が認められなかった 

 
平成１９年度 
（事前評価） 
Ｓ＝着実に実施すべき研究 
Ａ＝問題点を解決し、効果的、効率的な実施が求められる研究 
Ｂ＝研究内容、計画、推進体制等の見直しが求められる研究 
Ｃ＝不適当であり採択すべきでない 

（途中評価） 
Ｓ＝計画を上回る実績を上げており、今後も着実な推進が適当である 
Ａ＝計画達成に向け積極的な推進が必要である 
Ｂ＝研究計画等の大幅な見直しが必要である 
Ｃ＝研究費の減額又は停止が適当である 

（事後評価） 
Ｓ＝計画以上の研究の進展があった 
Ａ＝計画どおり研究が進展した 
Ｂ＝計画どおりではなかったが一応の進展があった 
Ｃ＝十分な進展があったとは言い難い 

 
平成１８年度 
（事前評価） 
１：不適当であり採択すべきでない。 
２：大幅な見直しが必要である。 
３：一部見直しが必要である。 
４：概ね適当であり採択してよい。 
５：適当であり是非採択すべきである。 

（途中評価） 
１：全体的な進捗の遅れ、または今後の成果の可能性も無く、中止すべき。 
２：一部を除き、進捗遅れや問題点が多く、大幅な見直しが必要である。 
３：一部の進捗遅れ、または問題点があり、一部見直しが必要である。 
４：概ね計画どおりであり、このまま推進。 
５：計画以上の進捗状況であり、このまま推進。 

（事後評価） 
１：計画時の成果が達成できておらず、今後の発展性も見込めない。 
２：計画時の成果が一部を除き達成できておらず、発展的な課題の検討にあたっては熟慮が必要である。 
３：計画時の成果が一部達成できておらず、発展的な課題の検討については注意が必要である。 
４：概ね計画時の成果が得られており、必要であれば発展的課題の検討も可。 
５：計画時以上の成果が得られており、必要により発展的な課題の推進も可。 

 

 


